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要　　約
経済のグローバル化・デジタル化に伴って生じる租税回避や租税競争等の課題に対し，

これまで種々の取り組みがなされてきたところであるが，経済のデジタル化に伴う課税
上の課題に対する解決策の「第一の柱（Pillar Ⅰ）」「第二の柱（Pillar Ⅱ）」の合意がなされ，
各国で導入に向けた準備が進められている。

他方，法人課税の抱える課題を抜本的に改革するための提案として，第一の柱・第二
の柱に係る合意以前から，仕向地主義キャッシュフロー税（DBCFT），所得による残余
利潤の配分（RPAI）等が提案されてきた。DBCFT は，効率性・租税回避の抑制・租税
競争の抑制・事務負担の軽減それぞれの観点から利点があるものの，現行の法人課税か
らの乖離は大きく，WTO 協定等との適合の面からも課題は大きい。RPAI は，現行税
制の課題全てを解決するものではないが，効率性・租税回避の抑制・租税競争の抑制そ
れぞれの観点から利点はあり，かつ現行の法人課税からの乖離は DBCFT ほど大きくな
い。

今後の国際課税の方向性としては，すぐに抜本的な法人税改革がなされるのではなく，
まずはデジタル課税の導入・定着を待った上で実務的な課題や現行の法人課税の抱える
課題の解決状況について整理がされることとなる。その上で，抜本的な法人税改革の必
要があると考えられる場合には，第一の柱の仕組みを拡張する形でRPAの導入範囲拡大，
将来的には RPAI の導入への拡張が考えられる。その後，更なる改革が求められる場合
には国際的な合意のもとで DBCFT の導入の議論がなされることが想定される。
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JEL Classification：H25，H26，F23
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Ⅰ．はじめに

1） かつては，共通連結法人税課税標準（Common Consolidated Corporate Tax Base：CCCTB）の導入に向け
た検討が進められていたが，撤回された。その後，2023 年 9 月 12 日に BEFIT 指令案を公表した。

2） リモートワークと恒久的施設の関係について，OECD （2021）では，リモートワークが実施されている従業
員の自宅について，企業の支配が及ばない場合には企業の恒久的施設とみなされないと示されている。

経済活動のグローバル化・デジタル化が進展
する中で，現行の法人課税については多国籍企
業によるタックス・プランニングを用いた租税
回避，各国政府間の租税競争などの課題が生じ
ている。これらの問題に対しては，1990 年代か
ら種々の取り組みがなされているところである。
具体的には，OECD における 1998 年の「有害
税制フォーラム」の設立，2012 年の BEPS プロ
ジェクトの立ち上げ及び 2015 年の最終報告書の
公表が挙げられる。また，2015 年の最終報告書
で残された課題であった経済のデジタル化に伴
う課税上の課題については，課税所得配分ルー
ルの見直し（第一の柱），グローバルミニマム課
税（第二の柱）について合意がなされた。これ
により，国際的な租税競争の回避，デジタルサー
ビス等への適切な課税等が一定実現することが
期待される。

しかしながら，現行の国際租税原則の下では，
各国は法人税率引き下げ等のインセンティブを
有しており，国際的な租税競争を完全に回避す
ることは難しい。また，多国籍企業に対して租
税回避を行う機会を残している。さらに，現行
の法人課税は，企業の投資水準・投資立地・資
金調達手段を歪ませ，効率性の観点からも問題
がある。こうした課題を解決する観点から，デ
ジタル課税に係る合意以前から，法人税制の抜
本的改革案の検討がなされてきた。具体的には，
仕向地主義キャッシュフロー税（Destination-
Based Cash Flow Tax：DBCFT），所得による
残余利潤の配分（Residual Profit Allocation by 
Income：RPAI）等の提案である。DBCFT に
ついては，アメリカにおいてトランプ政権下に

おいて実際に単独導入に向けた議論がなされて
いたものの，最終的に導入には至らなかった。
RPAI は，残余利潤の配分（Residual Profit Al-
location：RPA）の一類型であるが，RPA は利
潤全体を通常利潤（Routine Profit）と残余利潤

（Residual Profit）に分け，残余利潤については
通常利潤と異なる基準により配分する仕組みで
ある。デジタル課税に係る課税所得配分ルール
の見直し（第一の柱）も RPA の一類型であると
いえる。第一の柱について，考え方・仕組みは
RPAI と共通するところがあるものの，対象企
業・対象所得の算定方法・配分方法など RPAI
との差異は大きい。また，定式配分（Formulary 
Apportionment：FA）は国際租税では導入され
ていないが，欧州委員会が欧州域内事業者所得
課税の枠組み（Business in Europe：Framework 
for Income Taxation：BEFIT）の導入を検討し
ている 1）ほか，アメリカ・カナダの州税等で導入
実績がある。

ポストパンデミックという観点からは，コロ
ナ禍が経済活動のデジタル化を更に促進し，源
泉地主義の課題を拡大しているともいえる。例
えば，リモートワークの普及促進により，国境
を越えた就業の可能性が増加しており，サービ
ス業等において「源泉地」の特定が困難になる
こと，あるいは実態を反映しなくなる可能性も
ある2）。

デジタル課税について一応の決着を見た現時
点において，更なる抜本的な法人税改革の必要
性，影響についての検討・分析はまだ十分に行
われているとは言えない。そこで，本稿では，
望ましい法人課税に係る基準を設けたうえで，
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現行の法人課税並びにそれぞれの抜本的な改革
案の評価を行うとともに，所得配分の変化に係

3） 本稿では「正常利潤」を，投資のリスクを考慮した上で投資家が求める最低限の収益率とし，当該収益を超
えて得られる収益を「経済的レント」と定義する。また，RPA，RPAI 等においては「通常利潤」「残余利潤」
を分けて所得配分することになるが，これらと「正常利潤」「経済的レント」は厳密には同一でない。

る事例を分析する。

Ⅱ．望ましい法人課税の特徴

法人課税に限らない税制に係る原則として，
古くはアダム・スミスの 4 原則（公平・明確・便宜・
最小徴税費），ワグナーの 4 大原則・9 原則，マ
スグレイブの 7 条件が挙げられる。我が国にお
いては，1949 年のシャウプ勧告以降，「公平・中立・
簡素」の 3 原則が租税原則とされている。

本稿では，グローバル化・デジタル化の進展
を踏まえ，法人課税，特に多国籍企業に対する
法人所得課税を念頭に，望ましい基準を具体化
する。

Ⅱ－１．Devereux et al. （2021） における基準
現行の法人課税の評価，抜本的な法人税改革

案の検討・評価を行った Devereux et al. （2021）
において，グローバル化・デジタル化の進展を
踏まえた法人課税の望ましい特徴として，①公
平性，②効率性，③租税回避への強靭性，④執
行の容易さ，⑤誘因両立性の 5 点の基準を設け
ている。

現行の法人税制については，源泉地主義で
あることが租税回避の余地を残すことや国家間
の租税競争を引き起こすこと，租税回避を防ぐ
ための移転価格税制等の規定が納税者・国家
双方の負担を増やしていること，経済的レント

（economic rent）だけでなく正常利潤3）（normal 
return）も課税ベースに含むことが投資規模に
歪みをもたらすこと等の課題があるとしている。

（１）公平性
公平性については，①個人間の公平性，②企

業間の公平性，③国家間の公平性に分けている。
個人間の公平性について，垂直的公平について
は法人課税のみで実現する必要はないとしてい
る。企業間の公平性は，同一市場において競合
する事業者間で公正な競争がなされるべきとい
うものである。国家間の公平性は，国が公共財
やサービスを事業者に提供する対価として，課
税権を有するべきという考え方を取る。

（２）効率性
法人課税が利益課税であることに起因する非

効率として，①投資の規模，②資金調達手段へ
の影響が挙げられる。また，国際課税を念頭に
置くことに起因するものとして，③投資の立地
への影響が挙げられる。これらについて，税に
よる歪みを生じさせない税制であることが望ま
しいとされている。

（３）租税回避への強靭性
租税回避を抑制する性質を有するものである

ことが望ましい。公平性・効率性・執行の容易
さの各項目と重複するものの，国際課税を念頭
に置くことから，租税回避への強靭性が独立し
た基準として設けられている。

（４）執行の容易さ
税務当局側・納税者側それぞれにとってのコ

ンプライアンスコスト等の税務関連手続コスト
の大きさが基準として設けられている。
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（５）誘因両立性
一般的に税制の望ましい基準として含まれる

ものではないが，国際課税に関して，政府間の
租税競争等への影響に係る基準として設けられ
ている。任意の国家が，他国に負担を転嫁する
税制を導入する動機を持たない国際租税の仕組
みであることが望ましい。

Ⅱ－２．IMF （2019）における基準
2019 年当時においてデジタル課税に係る法人

税改革案や抜本的な法人税改革を評価した IMF 
（2019）において，グローバル化・デジタル化の
進展を踏まえた法人課税の望ましい特徴が示さ
れている。

現行の法人課税の課題として，①利益移転，
②租税競争が挙げられることから，これらを
防止する税制を模索し，③執行・コンプライア
ンス遵守の容易さ（Ease of implementation：
Practically），④法的課題（Ease of implementa-
tion：Legally），⑤低所得国の適合性（Suitability 
to circumstances：LICs）を含む 5 点の基準を
設けている。Devereux et al. （2021）とほぼ同
様の基準であるが，④法的課題が加わってい
る4）。

また，議論の前提として，BEPS プロジェク
トにおける「価値創造が行われた場所における
課税」（“taxing where value is created”）が国
際的な税務取り決めを評価する基準としては完
全なものではないと示している。効率性の観点
からは経済的レント課税が望ましいこと，投資
立地の中立性に関しては，資本輸出中立・資本
輸入中立・資本所有中立の全てを実現すること
は難しいこと，天然資源等に係る立地レントへ
の課税権を立地国以外に配分することについて
合意がなされていないことに言及している。

（１）利益移転の防止，租税競争の防止
現行の法人税制の下で，デジタル化・グロー

4） Devereux et al. （2021）においては現行の租税条約や WTO 協定等との関連などの法的課題についても取り
上げられているが，望ましい法人課税の特徴としての独立した基準として設けられていない。

バル化の進展の中で生じている課題として利益
移転・租税競争が挙げられることから，利益移
転の防止・租税競争の防止が基準として設けら
れている。

（２）執行・コンプライアンス遵守の容易さ
税務当局側・納税者側それぞれにとってのコ

ンプライアンスコスト等の税務関連手続コスト
の大きさが基準として設けられている。

（３）法的課題
既存の国家間の協定等との適合性について，

改革案の実現可能性の観点から基準として設
けられている。特に，現行の二国間租税条約，
WTO 協定などが念頭に置かれている。

（４）低所得国への特段の配慮
低所得国においては，法人所得税が税収全体

に占める割合が高いこと，税務行政の執行能力
に限界があること等から低所得国に対して特段
の配慮がなされることが基準として設けられて
いる。

Ⅱ－３．本稿における評価基準
Devereux et al. （2021）， IMF （2019）の基準

を参考としつつ，望ましい法人課税の評価とし
て，①公平性，②効率性，③利益移転・租税回
避の抑制，④租税競争の抑制，⑤事務負担の軽
減を評価基準として設定する。また，法的課題
についても検討する。

なお，仕向地主義キャッシュフロー税・所得
による残余利潤の配分については，一国又は全
世界が移行する場合に加えて，一国又は少数国
のみが移行する場合も評価するが，事務負担に
ついては，移行国・非移行国それぞれのメリット・
デメリットについても評価する。
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（１）公平性
公平性については，①企業間の公平性（同一

市場で競合する企業に対して同一の税負担を課
しているか），②国家間の公平性（国家が提供
する公共サービスの対価として合理的な税を徴
収しているか）の 2 点で評価する。③個人間の
水平的公平性，④個人間の垂直的公平性につい
ては，法人課税だけで達成する必要はないこと，
所得税の課税方法も含めた検討が前提となるこ
とから本稿においては対象外とする。

（２）効率性
効率性については，①投資の規模，②資金調

達手段，③投資立地の 3 点の視点から評価する。

（３）租税回避の抑制
公平性（特に企業間の公平性及び国家間の公

平性）・効率性（特に投資の立地）・事務負担と
重複するものの，国際課税を念頭に置くことか
ら，Devereux et al. （2021）同様に独立した基
準として設ける。

現行税制において，主要な租税回避手段となっ
ている①資金貸付，②移転価格の操作，③無形
資産の移転を通じた利益移転を抑制できるか評
価する。また，抜本的な法人税改革が導入され
ることによる新たな租税回避手段の出現の有無，
当該租税回避への対応策を評価する。

（４）租税競争の抑制
国家間における租税競争を抑制できる仕組み

であるかどうかを基準として設ける。特に，企
業誘致に向けた税率引き下げ等のインセンティ
ブの大きさを評価する。

（５）事務負担
法人課税にあたっての税務当局及び納税者の

税務関連の事務負担の大きさを評価する。なお，
評価に当たって，現行制度からの移行にあたって
の対応コストは評価対象外とし，制度定着時にお
ける事務負担の大きさを評価することとする。

（６）法的課題（課題・留意点）
抜本的な法人税改革を行う場合において，現

行の国家間の法的取り決めの修正の必要性を評
価する。二国間租税条約，WTO 協定等への抵
触が挙げられるが，二国間租税条約に関しては，
現行の法人課税制度を前提として規定されてい
るものであり，抜本的な法人税改革を実施する
上ではいずれも改訂が必須のものであることか
ら，本稿においては検討対象外とする。

Ⅱ－４．現行の法人税制の評価
上記で設定した評価軸に従い，現行の法人税

制を評価する。なお，2023 年時点での法人税制
の評価に加え，課税所得配分ルールの見直し（第
一の柱）・グローバルミニマムタックス（第二の
柱）がいずれも各国において適用された場合に
おける評価も行う。

Ⅱ－４－１．現行の法人税制
（１）公平性
A 企業間の公平性

過大支払利子税制，移転価格税制の制度改正
等によって租税回避手段への対策が取られてい
るが，多国籍企業においては，依然として租税
回避を行うことは可能であり，特定国のみで活
動している企業と比較して税負担は小さくなっ
ている。
B 国家間の公平性

仕向地主義に基づく課税であり，消費地への
配分は小さい。

（２）効率性
A 投資の規模

現行の法人課税は経済的レントだけでなく，
正常利潤に対しても課税することから，資本コ
ストを増やし，投資の規模を縮小させるもので
ある。なお，源泉地主義のもとでもイタリア等
において導入されている ACE（Allowance for 
Corporate Equity：みなし利息控除）では経済
的レントに課税され，投資の規模を歪めること
はない。また，キャッシュフロー課税を導入す

- 102 -

抜本的な法人税改革―仕向地主義キャッシュフロー税と残余利潤の配分を中心とした新たな法人税制の可能性―



る場合であっても同様に投資の規模は歪めない。
B 資金調達手段

支払利子は控除される一方で支払配当は控
除されないことから，負債調達に有利である。
ACE や支払利子の損金算入を認めない CBIT

（Comprehensive Business Income Tax： 包 括
的事業所得税）を導入する場合には資金調達手
段を歪めることはない。
C 投資立地

低税率国に生産拠点を移すことによる租税負
担の軽減が可能である 5）。

（３）租税回避の抑制
主要な租税回避手段である①資金貸付，②

移転価格の操作，③無形資産の移転それぞれの
可能性を見ると，支払利子控除によって①資金
貸付による租税回避は有効であり，源泉地主義
課税であることによって②移転価格の操作，③
無形資産の移転による租税回避が有効なものと
なっている。そのため，過大支払利子税制，移
転価格税制等によってこれらの租税回避手段へ
の対策が取られているところである。

（４）租税競争の抑制
現行の法人税制の下では，法人税率の引き下

げ等により企業誘致を図ることが可能であるこ
とから，租税競争が発生し，“Race to the Bot-
tom” が生じる。

（５）事務負担
現行の法人税制の下では，所得の算定に当たっ

て負債・資本の区別，費用・資産を区別するルー
ル，減価償却等煩雑なルールが設けられている。

5） Feld and Heckemeyer （2011）によると，対外直接投資の実効税率に対する半弾力性の中央値は 25 と推計
される。

6） IMF （2023）によると，主に低税率の投資拠点から他国に対して多国籍企業の利益を 2% 再配分し，全世界
の法人所得税収を 120 億ドル増加させると試算している。

7） IMF （2023）によると，全世界の法人所得税収を 5.7% 増加させ，国境を超える利益移転は 36% 減少させ
ると推計している。また，法人税率を巡る租税競争が緩和されることで，法人所得税の平均税率は 22.2% から
24.3% に増加し，全世界の法人税収は 8.1% 増加すると推計される。

8） 岡 （2023）において，グローバルミニマム税導入によるコンプライアンスコストの問題を検討し，日本にとっ
て事務コストが競争条件上の課題となることを示している。

また，租税回避を防ぐため，移転価格税制等が
導入されているが，当該対応にあたっては企業・
税務当局ともに膨大な事務が発生している。

Ⅱ－４－２．第一の柱・第二の柱の適用後
第一の柱の適用により，一部の多国籍企業の

残余利潤の一部に対する課税権を市場国に配分
することにより，利益移転の抑制・租税競争の
抑制が図られる 6）。これにより，企業間の公平性・
国家間の公平性，企業立地への影響の観点から
もメリットがある。ただし，対象企業・対象所
得が極めて限定的であることから，その影響は
限定的である。

第二の柱の適用については，利益移転の抑制・
租税競争の抑制が図られる 7）。これにより，企業
間の公平性・国家間の公平性，企業立地への影
響の観点からもメリットがある。ただし，最低
税率を超えるところでは，租税競争は残り，利
益移転のインセンティブも残ることとなる。

事務負担については，税務当局・納税者とも
に更に増大することとなる。また，「租税回避の
抑制」とはトレードオフの関係にあり，租税回
避の抑制に向けて新たなルールが設けられると，
企業・税務当局ともに事務負担が増大すること
となる 8）。

このように，現行の法人課税においては，
公平性，効率性，租税回避の抑制，租税競争
の抑制，事務負担のいずれの面からも一定の
課題が生じている。第一の柱，第二の柱の導
入により，事務負担を除く観点では一定の緩
和が見られるものの，完全に課題がなくなる
わけではない。また，事務負担の大きさに係
る課題は更に大きくなる。
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主な要因は，①正常利潤への課税，②源泉地
主義課税を採用9）していることにあるものと考え

9） 国際課税の枠組みとして，源泉地主義課税でなく，居住地主義課税を採用している国もあるものの，形式的
には居住地主義課税でも，実際には自国政府は外国子会社から配当が国内に還流してこない限り課税できない
ため，現行の法人税ではどこの国でも実質的に源泉地主義課税になっている（鈴木，2020）。

10） Bond and Devereux （2002）ではこうした結論だが，土居 （2011）では，VAT 型仕向地主義キャッシュフロー
法人税は，一般的には企業の国際的な立地に中立的とはいえないが，外国政府が課税せず自国政府のみが課税
する場合に，企業の国際的な立地選択に影響を与えないとされている。

られるが，これらを修正するためにも抜本的な
法人税改革が提案されてきたところである。

Ⅲ．仕向地主義キャッシュフロー税（DBCFT）

仕向地主義キャッシュフロー税は，Bond and 
Devereux （2002）によって最初に提案された
もので，イギリスの財政研究所（Institute for 
Fiscal Studies）で取りまとめられた “Mirrlees 
Review” においても Auerbach, Devereux and 
Simpson により，VAT 型仕向地主義キャッシュ
フロー税（VAT type destination-based corpo-
rate cash flow tax）として取りまとめられてい
る。アメリカにおいて，トランプ政権下の税制
改革の議論の中で，DBCFT の導入に向けた検
討が進められたが，最終的に導入には至らなかっ
た。

DBCFT には，課税権配分を源泉地主義・居
住地主義課税から仕向地主義に転換する側面と，
投資時に投資費用全額の控除を認め，課税ベー
スをキャッシュフローと一致させるキャッシュ
フロー税の側面がある。全世界において仕向地
主義キャッシュフロー税が導入される場合，仕
向地主義への転換により，租税回避の抑制，租
税競争の抑制が図られ，投資立地に歪みを生じ
させず 10），企業間の公平性も確保されることとな
る。また，キャッシュフロー税への転換により，
投資の規模・資金調達手段の歪みを発生させな
い税制に転換される。ただし，現行の法人課税
からの乖離は大きく，WTO 協定等への抵触等
の課題は大きい。また，特定の一か国又は数か

国のみが導入し，他国において現行の法人課税
を継続する場合には，公平性・投資の立地に係
る効率性・租税回避の観点から，現行税制より
も悪化させる可能性がある。以下に，DBCFT
の仕組み・特徴を整理し，全世界が導入した場
合と特定の一か国又は数か国のみが導入した場
合に分けて，設定した基準に基づき評価する。

Ⅲ－１．仕組み
DBCFT においては，現行の VAT と同様の

国境調整がなされ，輸入は損金から控除され，
輸出品は益金から控除される。収益は売上地（仕
向地・市場国）における所得に計上されるもの
の，労務費等の費用については源泉地において
控除されることから，仕向地主義の要素・源泉
地主義の要素のいずれも含むこととなる。なお，
定式配分とは異なり，企業グループの利潤を合
算するわけではなく，現行の法人課税と同様に
国ごとに所得を算定する。

加えて，即時償却の導入・支払利子損金不算
入により，キャッシュフローを課税ベースとす
る。DBCFT における課税ベースとなるキャッ
シ ュ フ ロ ー に つ い て は，Meade Committee 

（1978）に示されるところの R ベース（実物取引
から生じるキャッシュフローのみに限定し，借
入・返済・利払等の金融取引を除外）が想定さ
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れる 11）。
現行の源泉地主義・居住地主義を仕向地主義

へ転換することと，課税ベースをキャッシュフ
ローへ転換することは必ずしも同時に行われる
ものではない。源泉地主義・居住地主義のもと
でキャッシュフロー法人税を導入している例と
して，メキシコ，エストニア，マケドニアでの
実施例がみられる。

表 1 に，DBCFT と現行法人税・消費税の比
較例を記している。A 社は A 国で製造業を営み，
国内及び国外に販売する事業者であり，中間財
の一部を A 国内の B 社から購入している。B 社
は A 国で製造業を営み，A 社のみが顧客である。

ここで，A 社の国内売上 350，国外売上 150，
中間財の B 社からの購入 200，輸入 100，A 国
内の労務費が 80 であると想定する。B 社は A
国内の労務費が 150 であると想定する。その他，
施設の減価償却等は捨象する。

このとき，税引前利益は A 社 120，B 社 50 と
なる。現行法人税の課税ベースである所得も同
額とする。DBCFT における所得については，
国境調整の関係から益金は国内売上のみとなり，
損金からは輸入中間財が控除される。このため，
A 社の所得は 70，B 社の所得は 50 となる。消
費税については，税率を 10% と想定すると，A
社の納付税額は 15，B 社の納付税額は 20 となる。

11） R+F ベース（実物取引から生じるキャッシュフローのみではなく借入・返済・利払等の金融取引を含む）の
場合であっても，金融機関・非金融機関いずれにおいても同様の税制が適用される場合には，以下の点を除き
経済的に同値である。例外としては，R+F ベースでは非金融機関が利益を預金・債券購入等に充てることによっ
て課税繰延が可能である点，R+F ベースでは金融機関が非金融機関に手数料を貸す場合と利息を課す場合で対
応が異なる点，R+F ベースの場合には負債と資本の区別が必要となる点，R ベースの場合には実物取引と金融
取引の区別が必要となる点が挙げられる。
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表 1　DBCFT と現行法人税・消費税の比較

（注） 中間財の仕入税額控除・輸出商品の仕入にかかった消費税還付の算定は，仕入金額にそれぞれ売上
合計に占める国内売上・国外売上の比率を乗じて算定している。

（出所）著者作成

Ⅲ－２．特徴
Ⅲ－２－１．VAT ＋賃金税減税と等価

VAT については軽減税率・免税品目が設定
されていないこと，賃金税については一定税率
であることを前提とすると，DBCFT は VAT 及
び賃金税減税と等価になる。

現行の VAT の課税ベースについては，GDP
の三面等価から，

C（消費）＝ W（勤労所得）＋ R（資本所得）
－ I（投資）－ X（輸出）＋ M（輸入）

と表すことが可能である。ここで，W を左辺に
移項すると，

C（消費）－ W（勤労所得）＝ R（資本所得）

－ I（投資）－ X（輸出）＋ M（輸入）
となる。左辺は VAT の課税ベースから国内賃
金を除いたものである。右辺のうち（－ X ＋ M）
は国境調整であり，右辺全体としては DBCFT
の課税ベースとなる。

つまり，現行法人税の DBCFT への移行は，
①現行法人税の廃止，② VAT 税率を現行法人
税率分引き上げ，③労働所得の税率を現行法人
税率分引き下げと等価である。表 1 の例では，
DBCFT の納税額は税率を 10% とすると，A 社
が 7（70 × 10%），B 社が 5（50 × 10%）である。
これは，消費税率の 10% 引き上げることによる
A 社 15，B 社 20 の納税額の増加から，労働所

 
 

10

ここで、A 社の国内売上 350、国外売上 150、中間財の B 社からの購入 200、輸入 100、

A 国内の労務費が 80 であると想定する。B 社は A 国内の労務費が 150 であると想定する。

その他、施設の減価償却等は捨象する。  

このとき、税引前利益は A 社 120、B 社 50 となる。現行法人税の課税ベースである所得

も同額とする。DBCFT における所得については、国境調整の関係から益金は国内売上のみ

となり、損金からは輸入中間財が控除される。このため、A 社の所得は 70、B 社の所得は

50 となる。消費税については、税率を 10%と想定すると、A 社の納付税額は 15、B 社の納

付税額は 20 となる。  

表表 11  DBCFT とと現現行行法法人人税税・・消消費費税税のの比比較較  

 

(注 )中間財の仕入税額控除・輸出商品の仕入にかかった消費税還付の算定は、仕入金額にそれぞれ売上

合計に占める国内売上・国外売上の比率を乗じて算定している。  

（出所）著者作成  

 

III－－2.   特特徴徴   

III－－2－－1.   VVAATT＋＋賃賃金金税税減減税税とと等等価価   

VAT については軽減税率・免税品目が設定されていないこと、賃金税については一定税

率であることを前提とすると、DBCFT は VAT 及び賃金税減税と等価になる。  

現行の VAT の課税ベースについては、GDP の三面等価から、  

C（消費）＝W（勤労所得）＋R（資本所得）－ I（投資）－X（輸出）＋M（輸入）  

と表すことが可能である。ここで、W を左辺に移行すると、  

C（消費）－W（勤労所得）＝R（資本所得）－ I（投資）－X（輸出）＋M（輸入）  

A社 B社(売上は全てA社)
350 200
150
500 200
200
100
300 0
80 150

380 150
120 50
350

(500-150)
280

(380-100)
課税所得 70 50
益⾦ 500 200
損⾦ 380 150
課税所得 120 50

35 20
(350×10%) (200×10%)

▲21

(300×10%×7/10)

▲9
(300×10%×3/10)

10

(100×10%)

納付税額 15 20
消費税の課税ベース 150 200

輸出商品の仕入れにか
かった消費税還付 0

輸入消費税 0

DBCFT

益⾦

受取消費税

仕入税額控除

現⾏法⼈税

消費税※税率10%の場合

200

損⾦ 150

収益
国内売上
国外売上
売上合計

費用
中間財

国内調達
輸入
中間財合計

労務費
合計

税引前利益
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得の税率を 10% 引き下げることによる A 社従業
員 8，B 社従業員 15 の納税額の減少を引いた計
数と同等である。

Ⅲ－２－２．為替レート・国内物価への影響
一国又は数か国のみが DBCFT に移行する場

合には，国境調整により，一時的に移行国の国
際競争力が強化される。しかし，変動相場制の
国では為替レートの調整により，固定相場制の
国においては，国内物価・名目賃金の調整によっ
て当初の輸出増加・輸入減少の効果が打ち消さ
れる。

Ⅲ－２－３．仕向地主義での収益計上，源泉
地主義での費用計上
DBCFT において，収益は仕向地において計

上される一方で，費用は源泉地において控除さ
れる。そのため，高税率国への企業立地が促進
される懸念はあるが，表 2 に示す通り，特定国
が税率を引き上げる場合であっても，物価・為
替レートの調整後には投資立地によって企業の
当期純利益の金額は変わらない 12）。

12） 共通経費については費用発生国の費用として一括計上している。
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A国 B 国 合計
A パターン
・当初

DBCFT 税率 10% 10%
人件費 60 0 60
その他費用 40 0 40
売上 150 150 300
DBCFT 課税ベース 50 150 200
DBCFT 税額 5 15 20
当期純利益 45 135 180

B パターン
・B 国税率引き上げ
・為替調整なし

DBCFT 税率 10% 25%
人件費 60 0 60
その他費用 40 0 40
売上 150 150 300
DBCFT 課税ベース 50 150 200
DBCFT 税額 5 37.5 42.5
当期純利益 45 112.5 157.5

C パターン
・B 国税率引き上げ
・事業所移転
・為替調整なし

DBCFT 税率 10% 25%
人件費 0 60 60
その他費用 0 40 40
売上 150 150 300
DBCFT 課税ベース 150 50 200
DBCFT 税額 15 12.5 27.5
当期純利益 135 37.5 172.5

D パターン
・B 国税率引き上げ
・事業所移転
・為替調整（B 国通貨増価）

DBCFT 税率 10% 25%
人件費 0 72 72
その他費用 0 48 48
売上 150 180 330
DBCFT 課税ベース 150 60 210
DBCFT 税額 15 15 30
当期純利益 135 45 180

E パターン
・B 国税率引き上げ
・為替調整（B 国通貨増価）

DBCFT 税率 10% 25%
人件費 60 0 60
その他費用 40 0 40
売上 150 180 330
DBCFT 課税ベース 50 180 230
DBCFT 税額 5 45 50
当期純利益 45 135 180

Ⅲ－３．評価
Ⅲ－３－１．全世界がDBCFTに移行する場合

（１）公平性
A 企業間の公平性

DBCFT は売上地において課税がなされるこ
とから，市場で競合する企業は同一の税率が課
される。また，多国籍企業等における租税回避
の可能性については，後述のとおり，主要な租
税回避手段が排除されることから，現行の税制

よりも小さくなる。
B 国家間の公平性

収益は仕向地主義，費用は源泉地主義で計上
されることから，源泉地国については国家が提
供する公共サービスに見合う課税権が確保され
るとは言えない。輸出比率の高い事業者は，製
造国から製造にあたっての公共サービスの提供
を受けている場合でも，全く課税されないケー
スもある。ただし，一国全体で見ると，貿易が
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（注） A 国通貨建てでの金額を記載している。C パターン，D パターン，E パターンについては，B 国の税率引き上げに
対応して B 国通貨が増価する状況を示している。

（出所）Devereux et al. （2021）の例をもとに著者作成

表 2　仕向地主義キャッシュフロー税と投資の中立性



均衡している場合には全体の課税ベースは相殺
される 13）。

（２）効率性
A 投資の規模

キャッシュフロー課税を採用するため経済的
レントのみに課税されることから，投資の規模
への歪みは生じさせない。
B 資金調達手段

キャッシュフロー課税を採用するため支払利
子控除がなされず，負債調達に有利にはならな
い。資金調達手段への歪みは生じさせない。
C 投資の立地

キャッシュフロー課税であっても，源泉地主
義の場合には法人税率の差が投資立地に影響す
る。しかし，仕向地主義においては，最終消費
者が税率に応じて移動しないと仮定すると，投
資の立地への影響は生じない。

（３）租税回避の抑制
A 低税率国から高税率国への資金貸付

キャッシュフロー課税においては支払利子控
除がなされず，また受取利子は益金算入されな
いため，資金貸付による利益移転はなされない。
B 移転価格の操作

国境調整により，企業グループ内での輸入・
輸出の取引は所得に影響しないことから，移転
価格の操作による租税回避は不可となる。
C 無形資産の移転

国境調整により，無形資産の利用権の購入・
売却は，財やサービスの購入・売却と同様に企
業グループ内での輸入・輸出の取引は所得に影

13） 天然資源採掘などの地域に固有なレント（Local specific rent）が生じている場合には，仕向地主義キャッシュ
フロー税への移行により当レントが市場地国に移転することとなるが，当該天然資源に対して租税競争の圧力
を受けることなく，別途税を課すことが可能である。

14） 課税事業者は，DBCFT 参加国の一か国で登録し，当該登録国の税務当局が，財・サービスの輸出先の税率に
て徴収を行い，最終的に税務当局間で精算がなされる仕組みである。これにより，課税事業者が個別国に申告・
納税する（還付を受ける）場合と比較して，納税者・税務当局ともに事務負担が大きく軽減される。

響しないことから，移転価格の操作による租税
回避は不可となる。

（４）租税競争の抑制
最終消費者が動かない限りは，先述のとおり，

法人税率と企業立地には関連性がなく，税率引
き下げ競争は起こらない。

（５）事務負担
現行の法人税制において，所得算定や租税回

避防止等の観点から設けられている種々の書類・
手続が不要となり，納税者・税務当局共に事務
負担は軽減される。

R ベースのキャッシュフロー課税においては，
負債と資本が中立に扱われるため，負債・資本
を区別するルールが不要である。また，即時償
却制度が導入されるため，費用と資産を区別す
るルール，個別資産の減価償却額等の算定が不
要となる。仕向地主義への移行の観点からは，
現行の租税回避ルールのうち，移転価格税制，
過小資本税制，タックスヘイブン対策税制等が
不要となる。

ただし，国境税調整の執行体制の確保が課題
である。特に無形資産・サービスに係る国境税
調整の実施が難しい。また，市場国による徴収，
特に BtoC の徴収については，国家間の協調が
重要であり，例えば EU の付加価値税に係るワ
ン・ストップ・ショップ 14）の仕組みの導入が考
えられる。

（６）法的課題（課題・留意点）
DBCFT への移行にあたっての現行の課題と
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しては，WTO 協定への抵触が挙げられる 15）。

Ⅲ－３－２．一国又は少数国のみが DBCFT に
移行する場合
一国又は少数国のみが DBCFT に移行する場

合，効率性に関して，移行国内での投資の規模・
資金調達手段については，全世界で導入した時
と同様の効果が期待される。非移行国内での投
資の規模・資金調達手段の評価は従前と変わら
ない。

ただし，一国又は少数国のみが DBCFT に移
行することは，現行の源泉地主義の法人税率が
ゼロとなる国と，現行の法人税率が維持される
国がともに存在する状況になることから，租税
回避の機会は現行の法人課税よりもむしろ悪化
し，その結果，投資の立地の効率性，公平性（企
業間の公平性・国家間の公平性 16））が悪化する。

なお，租税競争の面をみると，現行の法人税
制を維持する国は DBCFT に移行しない限り企
業立地等の面で不利な立場に置かれることから，
中長期的に DBCFT に移行せざるを得なくなる
ことが想定される。

事務負担については，DBCFT 移行国・現行
制度維持国の双方が存在するとなるため，企業

15） Schön （2016）によると，DBCFT の要素に関して，法人課税において課税権を源泉地国から仕向地国に移
動させることは WTO 協定に抵触しないが，輸入品への差別・輸出補助金をもたらす「国境調整」が課題で
あるとしている。そのため，例えば売上のみに基づく定式配分は WTO 協定に抵触しないとしている。また，
Grinberg （2017）は，課税ベースを国内消費とし，かつ課税対象事業者を拡大した上で，国境調整ではなく，海
外からの輸入業者とそれ以外の販売業者を同等に扱うこと等により，WTO 協定に抵触しない代替的なアプロー
チが可能としている。

16） 源泉地主義課税を維持する国に対する投資が控えられ，DBCFT 移行国以外は税収減となることが見込まれる。
例えば，Hebous et al. （2019）による推計では，アメリカが単独で DBCFT を導入すると，近隣諸国は多国籍企
業からの税収を 40% 失うおそれがある。

の事務負担については，DBCFT，現行制度の
いずれにも対応する必要が生じ，現行税制への
対応よりもむしろ煩雑になる可能性がある。移
行国においては，全世界が DBCFT に移行した
場合における事務負担の軽減と同等の軽減が実
現することになる。ただし，租税回避ルールに
係る手続きの一部については，非移行国に対す
る情報提供等の観点から，引き続き取り組みを
継続することが求められる可能性がある。また，
非移行国から移行国への輸出に関して，ワン・
ストップ・ショップの仕組みの導入は難しく，
移行国が市場国である場合に徴収に係る課題が
ある。

非移行国においては，負債・資本を区別する
ルール，費用と資産を区別するルール，個別資
産の減価償却額等の算定は従前どおり必要であ
る一方，企業側の租税回避のインセンティブが
高まることから，租税回避ルールの更なる厳格
な適用が求められる可能性が高い。また，国別
報告書の自動的情報交換等に関して，DBCFT
移行国にとっては実施を継続するインセンティ
ブが乏しくなることから，移行国からの協力を
得ることが難しくなる恐れがある。

Ⅳ．定式配分（FA）

定式配分は，複数の法域に跨る所得を合算し，
一定の係数に基づいて所得を配分する方式であ
る。国際課税の分野においてはまだ導入実績は

ないが，アメリカやカナダの州法人所得税で導
入実績があるほか，欧州委員会において BEFIT
の検討が進められている。なお，CCCTB につ
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いては実現しないまま既に撤回されている。ま
た，OECD の租税委員会次長の Grace Perez‒
Navarro 氏は，デジタル課税の第一の柱におけ
る利益 A は，定式配分をより広範に用いること
ができるかの試金石になることは明らかである
と述べている 17）。

FA については，配分基準によって課税権の
配分が大きく異なることから，評価に当たって
は，①売上・労働（人件費）・資産の 3 要素に均
等のウエイトを与える方式（アメリカの州税に
おけるかつての主流であった方式），②売上のみ
に基づいて算定する方式のそれぞれについて評
価する。

Ⅳ－１．仕組み
FA は，FA に参加する複数国における企業の

合計所得を算定し，それを予め定められた配分
基準に基づいて各国に配分するものである。こ
こで，合計所得の算定方法・配分基準について
参加国全てが統一するケース，各法域がそれぞ
れの方式を用いるケースの双方が考えられる。

国際課税の分野で FA を新たに導入する場合
には，二重課税・二重非課税を防ぐ観点から，
FA に参加する国家間で合計所得の算定方法や
配分基準を統一することが考えられる。ただし，
特に配分基準については国家間の利害対立が大
きく，合意形成は容易ではない。配分基準として，
売上・労働・資産の要素が考えられるが，労働
についても従業員数を要素とするか，人件費を
要素とするか，国家間の利害対立が起こる。

Ⅳ－２．定式配分の例（アメリカの州法人所
得税）
各法域がそれぞれの合計所得の算定方法・配

分基準を用いる例として，アメリカの州法人所
得税が挙げられる。アメリカの各州は，州法人
所得税の課税標準の算定に当たって，各企業の

17） 栗原 （2021）
18） 2022 課税年度において，50 州＋コロンビア特別区のうち，売上・労働・資産の 3 要素を均等な比重で配分

する州が 4 州，売上のみで配分する州が 29 州である（https://www.urban.org/policy-centers/cross-center-
initiatives/state-and-local-finance-initiative/state-and-local-backgrounders）。

連邦法人税の所得額を基準として州ごとに調整
を行った連邦の合計額を算定した上で，独自に
定める配分基準に基づいて配分している18）。その
ため，州の間で配分基準を巡る租税競争が生じ
るとともに，同じ利益を複数の州で課税するこ
とも行われてきた。

もともと，定式配分の要素としては，資産・
労働（人件費）・売上の 3 要素を均等に重みづけ
るマサチューセッツ方式が主流であったが，近
年は売上の比重を高めており，売上のみで配分
する州が増えている。これは，州の間で配分基
準を巡る租税競争の結果であり，企業誘致を進
める観点から，企業立地に影響を与えない売上
の比重を高めている。近年においても，売上の
比重を高める動きが続いている。近年のバーモ
ント州の州法人所得税の配分方式は，売上高要
素を 2 倍で重みづけした 3 要素（資産要素・労
務費要素・売上高要素）だった。しかしながら
2023 年 1 月からは，バーモント州法（S.B. 53）
に基づき売上高要素単一基準に移行した。モン
タナ州は，3 要素均等基準による定式配分法を
用いてきたが，売上高要素を 2 倍で重みづけし
た 3 要素基準に 2021 年に変更した。アラバマ州
は今まで売上高要素を 2 倍で重み付けした 3 要
素基準を採用していたが，2021 年に売上高要素
単一基準に移行した。

また，州法人所得税に関する近年の動向とし
ては，throwback・throwout ルールからの撤退
があげられる。各州は，多州間で行われる法人
所得を定式配分によって配分することになる。
配分ルールとしては，資産要素・労務費要素・
売上高要素の 3 要素均等基準，売上高要素を 2
倍で重みづけした 3 要素基準，売上高要素単一
基準があるが，Public Law 86-272 は，州内で販
売以外の活動を行っていない企業（ネクサスの
ない企業）が，州内で得た売上に対する課税を
禁じている。そのため，ある企業がネクサスの

- 111 -- 110 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和６年第３号（通巻第 157 号）2024 年８月〉



ない州で売上が生じた場合，どこにもいかない
所得（nowhere income）というものが生じるこ
とになる。

これらに対処するのが throwback・throwout
ルールである。Throwback ルールでは，ネク
サスのない州における有形資産の販売から生
じた所得を源泉地に売上要素に戻す処理を行
う。これは約 20 州程度で適用されている。一
方，throwout ルールでは，ネクサスのない州に
おける有形資産の販売から生じた所得は，定式
配分の総売上額から除外することになる。つま
り売上高要素の計算にあたって，分子を修正す
るのが throwback ルール，分母を修正するのが
throwout ルールとなる。

2020 年以降，アラバマ，ルイジアナ，ミズーリ，
バーモント，ウエストバージニアなどは，これ
らのルールを廃止し，オクラホマなどでも段階
的に廃止の動きになっている。これは，法人税
制をより簡素化すると共に，企業立地へのネガ
ティブな影響を除去することが目的である。多
くの企業にとってこれらのルールが事業活動に
及ぼす影響は小さいが，特に小規模な製造業に
おいては影響が大きくなり，企業の州外への流
出を促進することになるため，これらのルール
の廃止が進む可能性が高い。

Ⅳ－３．評価
以下の評価においては，FA を導入する国の

国内あるいは国家間における関係性を前提とし
て評価するものとする。

Ⅳ－３－１．①売上・労働（人件費）・資産の
3 要素に均等のウエイトを与える方式

（１）公平性
A 企業間の公平性

課税所得の一部が源泉地，一部が仕向地にて
課税される。また，多国籍企業等における租税
回避の可能性については，後述のとおり，現行
の法人税制における主要な租税回避手段が排除
されるものの，別途租税回避手段が生じること
に留意が必要である。したがって，企業間の公

平性について，現行の法人税制より向上するも
のの，完全なものではない。
B 国家間の公平性

製造にあたって国家が提供する公共サービ
スの対価としては製造にあたっての労働・資産
を要素とする所得配分，販売にあたって国家が
提供する公共サービスの対価としては販売にあ
たっての労働・資産や売上を要素とする所得配
分によって確保される。

（２）効率性
A 投資の規模

現行の法人税制と同様に経済的レントのみな
らず通常利潤にも課税されることから，投資の
規模を縮小させる。
B 資金調達手段

現行の法人税制と同様に支払利子は控除され
ないことから，エクイティ・ファイナンスよりも
負債による資金調達に有利になる。
C 投資の立地

販売にあたっての労働・資産や売上要素につ
いては仕向地に配分されるところ，最終消費者
が税率に応じて移動しないと仮定すると，投資
の立地への影響は生じない。製造にあたっての
労働・資産を要素とする所得配分については，
源泉地に配分されることから，税率の低い国に
おいて企業活動を行うインセンティブは残る。

（３）租税回避の抑制
現行の法人税制において租税回避の手段とし

て用いられる低税率国から高税率国への資金貸
付，移転価格の操作，無形資産の移転については，
定式配分方式においては，課税所得合計の算定
に影響しない。ただし，課税所得の配分の要素
に影響することから，低税率国に無形資産を移
転するインセンティブは引き続き残る。

（４）租税競争の抑制
販売にあたっての労働・資産や売上要素に基

づく所得配分については，最終消費者が税率に
応じて移動しないと仮定すると，租税競争は起
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きない。製造にあたっての労働・資産に基づく
所得については，源泉地に配分されることから，
税率を引き下げることで企業誘致が可能となる。

（５）事務負担
現行の法人税制において，所得算定や租税回

避の抑制等の観点から設けられている種々の書
類・手続が不要となり，納税者・税務当局共に
事務負担は軽減される。

一方で，現行の法人税制において求められて
いない他国における資産・労働（人件費）・売上
金額など，新たに必要となる事務手続も多くな
る。特に，定式配分の実施に当たっては，現行
法人税制においては求められていない遠隔地販
売に係る遠隔地国への利益配分が必要となる。
この点は，DBCFT と同様に EU の付加価値税
に係るワン・ストップ・ショップの仕組みの導
入が考えられる。

（６）法的課題（課題・留意点）
現行の租税条約の課税権の考え方との相違が

問題となる。なお，WTO 協定との関係につい
ては，国境調整は行わず，Schön （2016）による
と WTO 協定に抵触しないとしている。

Ⅳ－３－２．②売上のみに基づいて算定する
方式

（１）公平性
A 企業間の公平性

課税所得の全てが仕向地にて課税される。ま
た，多国籍企業等における租税回避の可能性に
ついては，後述のとおり，現行の法人税制にお
ける主要な租税回避手段が排除される。したがっ
て，企業間の公平性について，現行の法人税制
より向上する。
B 国家間の公平性

売上のみに基づく場合には仕向地のみが課税
権を有する。源泉地国については国家が提供す
る公共サービスに見合う課税権が確保されると
は言えない。

（２）効率性
A 投資の規模

現行の法人税制と同様に経済的レントのみな
らず通常利潤にも課税されることから，投資の
規模を縮小させる。
B 資金調達手段

現行の法人税制と同様に支払利子は控除され
ないことから，エクイティ・ファイナンスよりも
負債による資金調達に有利になる。
C 投資の立地

最終消費者が税率に応じて移動しないと仮定
すると，投資の立地への影響は生じない。

（３）租税回避の抑制
現行の法人税制において租税回避の手段とし

て用いられる低税率国から高税率国への資金貸
付，移転価格の操作，無形資産の移転については，
定式配分方式においては，課税所得合計の算定
に影響しない。売上・労働・資産の 3 要素に均
等に配分する場合と異なり，売上のみに基づく
場合には，低税率国に無形資産を移転するイン
センティブも生じない。

（４）租税競争の抑制
最終消費者が税率に応じて移動しないと仮定

すると，租税競争は起きない。

（５）事務負担
現行の法人税制において，所得算定や租税回

避の抑制等の観点から設けられている種々の書
類・手続が不要となり，納税者・税務当局共に
事務負担は軽減されることが期待される。

一方で，現行の法人税制において求められて
いない他国における売上金額など，新たに必要
となる事務手続も多くなる。特に，定式配分の
実施に当たっては，現行法人税制においては求
められていない遠隔地販売に係る遠隔地国への
利益配分が必要となる。この点は，DBCFT と
同様に EU の付加価値税に係るワン・ストップ・
ショップの仕組みの導入が考えられる。
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Ⅴ．所得による残余利潤の配分（RPAI）

19） Beer et al. （2023） において，8,854 社の多国籍企業をもとに RPA の経済的影響について分析しており，売上
を係数とするRPAにおいては法人所得税収をアルゼンチンが132%，アメリカが80%増加させると試算している。
他方，資産を係数とする RPA においてはアメリカは 35% 増加させる。

所得による残余利潤の配分は，Devereux ら
によって 2019 年に提案されたもので，Avi-Yo-
nah et al. （2011）によって提案された RPA の一
類型である。

RPA は，多国籍企業の利益を，通常利潤と残
余利潤に分けて，通常利潤については発生国に
おいて課税し，残余利潤については一定のルー
ルに基づいて各国に配分するものである。先述
の FA の一類型である。配分基準に用いる要素
により，所得配分は大きく異なる 19）。

Avi-Yonah et al. （2011）が当初提案したもの
は，通常利潤は費用に 7.5% のマークアップ率を
乗じて算定し，通常利潤を超える利潤を残余利
潤とした。残余利潤は，売上に比例して各国に
配分されるものである。

課税所得配分ルールの見直し（第一の柱）は，
多国籍企業グループの残余利潤の一定割合を売
上に比例して各国に配分するもので，RPA の一
類型といえる。Avi-Yonah らの当初提案との違
いは，適用対象企業，残余利潤の全額ではなく
一部のみを配分する点にある。

Devereux らが提案した RPAI は，通常利潤
のマークアップ率を活動の性質に応じて設定し，
通常利潤を算定し，通常利潤を超える部分を残
余利潤とする。残余利潤は，各国における売上
から分割可能な費用を控除して得られる残余総
所得（Residual Gross Income：RGI）に比例し
て各国に配分される。RPAI においては，各国
の利益率を反映した配分が可能となる。また，
Avi-Yonah らが当初提案した RPA と比較して，
算定手続はやや煩雑ではあるが，経済的非効率
性は低く，租税回避の影響も受けづらい。

RPAI は，通常利潤に関して低税率国に移転

させるインセンティブが残るなど，租税回避や
租税競争の観点からは DBCFT と比較して利点
が小さいものである。しかし，仕向地国だけで
なく源泉地国にも課税権を残すことや，既存の
移転価格税制の考え方において通常利潤と残余
利潤の分割方法が取り入れられており，DBCFT
と比較して現行の法人課税からの乖離は小さく，
税務当局等にとって受け入れやすいものである
と考えられる。

Ⅴ－１．仕組み
RPAI においては，企業グループ全体また

は製品ラインごとの利潤全体を，通常利潤と残
余利潤に分割する。通常利潤については，活動
毎に利潤率を設定し，活動毎の費用に利潤率を
乗じて算定される。利潤全体から通常利潤を控
除することで，残余利潤が算定される。

残余利潤は，各国の RGI を係数として各国
に配分される。RGI は，当該国における売上高
から，その売上と対応可能な費用（配分可能費
用）及び配分可能費用に対応する通常利潤を差
し引いたものである。全体の費用は，配分可能
費用と配分不能費用に分けられるが，配分可能
費用は製造原価・各国における広告宣伝費など
を指し，配分不能費用は研究開発費・一般管理
費・グローバルベースでの広告宣伝費を指す。
残余利潤の算定方法としては，①ボトムアップ
アプローチと②トップダウンアプローチがあ
る。ボトムアップアプローチにおいては，各国
の RGI から各国の分割不能費用を差し引いて
算定される。一方，トップダウンアプローチは
全世界利益から通常利潤合計を差し引いて得ら
れる残余利潤合計に，各国の RGI 比率を乗じ
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表 3　RPAI の計算例
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表表 3  RPAI のの計計算算例例  

 
 

て算定される。いずれの方式をとっても残余利
潤の配分額は同等である（表 3 参照）。移転価
格税制実務になじみのある税務当局等にとって
はボトムアップアプローチの方が適用は容易で
ある。

なお，連結対象の企業グループの範囲，算
定単位，通常利潤の利益率の設定方法等，仮に
導入時においては国家間の調整事項が多くみら
れる。国家間で調整が行われない，あるいは調
整できない場合には，国毎に異なるルールを導
入することもありうるが，その場合には新たな
租税競争を産み出すとともに，納税者・税務当
局双方の事務負担が増大するおそれがある。

Ⅴ－２．評価
①全世界が統一した基準の RPAI に移行する

場合，②一国又は少数国のみが RPAI に移行す
る，あるいは異なる基準の RPAI（RPA）を採
用する場合に分けて検討する。

Ⅴ－２－１．全世界が RPAI に移行する場合
（１）公平性
A 企業間の公平性

同一市場で競合する企業が同一の税負担を課

されているかという点に着目するが，RPAI にお
いては通常利潤については源泉地，残余利潤に
ついてはほぼ仕向地にて課税される。また，多
国籍企業等における租税回避の可能性について
は，後述のとおり，現行の法人税制における主
要な租税回避手段が排除されるものの，別途租
税回避手段が生じることに留意が必要である。
したがって，企業間の公平性について，現行の
法人税制より向上するものの，完全なものでは
ない。
B 国家間の公平性

製造にあたって国家が提供する公共サービス
の対価としては通常利潤に対する課税，販売にあ
たって国家が提供する公共サービスの対価として
は残余利潤に対する課税によって確保される。

（２）効率性
A 投資の規模

現行の法人税制と同様に経済的レントのみな
らず通常利潤にも課税されることから，投資の
規模を縮小させる。
B 資金調達手段

現行の法人税制と同様に支払利子は控除され
ないことから，エクイティ・ファイナンスよりも
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（注）その他製造原価は，A 国販売品・B 国販売品が 15，C 国販売品が 2 と設定している。
（出所）Devereux et al. （2021）の例をもとに著者作成
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（注）その他製造原価は、A 国販売品・B 国販売品が 15、C 国販売品が 2 と設定している。  
（出所）Devereux et al. (2021)の例をもとに著者作成  

 

V－－2.   評評価価   

①全世界が統一した基準の RPAI に移行する場合、②一国又は少数国のみが RPAI に移行

する、あるいは異なる基準の RPAI（RPA）を採用する場合に分けて検討する。  

 

A国 B国 C国

(本社・販売) (製造・販売) (販売)

34 34

10 2 9 21

10 10

5 5

30 30

5555 3366 99 110000

96 24 80 200

144 36 160 340

14.4 3.6 16 34

254.4 63.6 256 574

--225544..44 551100..44 --225566 00

960 240 1,200 2,400

製造原価 254.4 63.6 256 574

販売費(各国)

※通常利潤含む

449955..66 113344..44 775555 11,,338855

3355..8800%% 99..7700%% 5544..5500%% 110000%%

合計 645

RGI比率 35.80% 9.70% 54.50% 100%

各各国国へへのの配配分分((分分
割割不不能能費費用用合合計計××
RRGGII比比率率))

223300..88 6622..66 335511..66 664455

331199..88 110077..88 441122..44 884400

334499..22 111155..88 337755 884400

333366 8844 442200 884400

合計

RPAI

通常利潤

製造原価※中間財除(10%)

販売費(各国)(5%)

広告宣伝費(全世界)(5%)

一般管理費(5%)

研究開発費(10%)

通通常常利利潤潤

製造原価の
配分

中間財

その他製造原価

関連する通常利益(10%)

分割可能費用合計

ググルルーーププ内内移移転転

配配分分さされれるる利利潤潤合合計計

441

RRGGII((売売上上－－分分割割可可能能費費用用))

RRGGII比比率率

残余利潤算
定(ボトム
アップアプ
ローチ)

共通費用

残残余余利利潤潤

((RRGGII－－分分割割不不能能費費用用))
226644..88 7711..88 440033..44

RGI算定

売上

区分可能な
費用 210 42 189

774400

残余利潤算
定(トップダ
ウンアプ
ローチ)

残余利潤合計

(全世界利益－通常利潤合計)
740

残残余余利利潤潤

((残残余余利利潤潤××RRGGII比比率率))
226644..88 7711..88 440033..44 774400

配配分分さされれるる利利潤潤合合計計

定式配分(売上のみ)

1133..55 111177

残残余余利利潤潤

((売売上上比比率率にによよるる配配分分))
228899..22 7722..33 336611..55 772233

Avi-
Yonah
らの
RPA

通通常常利利潤潤

((費費用用のの77..55%%))
6600 4433..55
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負債による資金調達に有利になる。
C 投資の立地

残余利潤については，仕向地に配分されると
ころ，最終消費者が税率に応じて移動しないと
仮定すると，投資の立地への影響は生じない。
通常利潤については，源泉地に配分されること
から，税率の低い国において企業活動を行うイ
ンセンティブは残る。

（３）租税回避の抑制
A 低税率国から高税率国への資金貸付

企業グループ全体で合算して所得を算定し，
通常利潤と残余利潤に分けて配分するところ，
企業グループ内での資金貸付による租税回避は
不可となる。
B 移転価格の操作

企業グループ全体で合算して所得を算定し，
通常利潤と残余利潤に分けて配分するところ，
企業グループ内での移転価格の操作による租税
回避は不可となる。

C 無形資産の移転
企業グループ全体で合算して所得を算定し，

通常利潤と残余利潤に分けて配分するところ，
企業グループ内での移転価格の操作による租税
回避は不可となる。
D RPAI 特有の租税回避の可能性

現行の法人税制の下での主要な租税回避手
法はいずれも RPAI においては不可となるが，
RPAI 特有の租税回避の可能性として，①第三者
販売業者，②利潤算定単位の設定が挙げられる。

多国籍企業が高税率国に所在する顧客に対し
て直接製品を販売する場合には，当該売上をも
とに算定される RGI を係数として，高税率国に
納税する必要がある。一方，低税率国に立地す
る企業グループ外の販売業者に一旦販売した上
で，当該販売業者を通じて高税率国に販売する
場合には，残余利潤を低税率国に留めることが
可能となる（図 1）。

また，利潤算定単位に関して，製品ラインご
とに通常利潤・残余利潤を算定する方式を採る
場合には，製品毎の利益率・市場地の組み合わ

図 1 　第三者販売業者を通じた租税回避

（出所）著者作成
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せを考慮した上で，納税額が最小となる製品ラ
インの組み合わせを検討することが可能となる。

（４）租税競争の抑制
残余利潤については，最終消費者が税率に応

じて移動しないと仮定すると，租税競争は起き
ない。通常利潤については，源泉地に配分され
ることから，税率を引き下げることで企業誘致
が可能となる。通常利潤と残余利潤の間で異な
る税率設定をする場合には，通常利潤の税率を
ゼロとし，残余利潤の税率を引き上げることが
最適行動となることが想定されるが，その場合，
純粋な仕向地主義かつ残余利潤を課税ベースと
する課税方式になる。

（５）事務負担
現行の法人税制において，所得算定や租税回

避の抑制等の観点から設けられている種々の書
類・手続が不要となり，納税者・税務当局共に
事務負担は軽減されることが期待される。

ただし，RPAI の実施に当たっては，現行法
人税制においては求められていない遠隔地販売
に係る遠隔地国への利益配分が必要となる。こ
の点は，DBCFT と同様に EU の付加価値税に
係るワン・ストップ・ショップの仕組みの導入
が考えられる。通常利潤に対する税徴収の負担
は大きくないが，残余利潤に対する課税にあたっ
ては企業グループの各市場国における売上・販
売数量・配分可能費用・通常利益等を聴取する
ことが必要となる。

（６）法的課題（課題・留意点）
現行の租税条約の課税権の考え方との相違が

問題となる。

Ⅴ－２－２．一か国又は少数国のみが RPAI に
移行する場合 20）

一国又は少数国のみが RPAI に移行する場合，

20） RPAI の算定における企業グループ全体の所得算定，配分については，RPAI 非導入国の拠点も含んで算定す
る形式を前提とする。

21） これに対して非導入国が税率引き下げ等で対抗する可能性はある。

効率性に関して，移行国・非移行国いずれにお
いても，投資の規模・資金調達手段については，
全世界で導入した時と同様に，現行課税の抱え
る問題が継続することとなる。

RPAI 導入国で製造し，RPAI 非導入国で販
売する場合には，非導入国での販売分にかかる
残余利潤について，RPAI 導入国・RPAI 非導
入国のいずれにおいても課税されないことから，
RPAI 導入国に製造拠点を立地するほうが税務
上有利になる（図 2）。そのため，投資の立地に
対する歪みは悪化する可能性がある 21）。

また，RPAI 非導入国から RPAI 導入国に対
して，資金貸付，移転価格の操作，無形資産の
移転を通じた利益移転を行うインセンティブを
却って増大させる可能性がある。

事務負担については，RPAI 移行国・現行制
度維持国の双方が存在することとなるため，企
業の事務負担については，RPAI・現行税制の
いずれにも対応する必要が生じる。したがって，
現行税制よりもむしろ煩雑になる可能性がある。

移行国においては，所得算定や租税回避の抑
制等の観点から設けられている種々の書類・手
続が不要となるものの，課税所得の算定にあたっ
ては新たに遠隔地販売に係る遠隔地国への利益
配分が必要となる。全世界が移行した場合と異
なり，RPAI 非移行国の税務当局からの情報取
得の協力や RPAI 非移行国も含むワン・ストッ
プ・ショップの仕組みの導入は困難であること
が想定される。

非移行国においては，現行税制の事務負担と
大きな手続の変化はないが，企業側の租税回避
のインセンティブが高まることから，租税回避
ルールの更なる厳格な適用が求められる可能性
が高い。また，国別報告書の自動的情報交換等
に関して，RPAI 移行国にとっては実施を継続
するインセンティブが乏しくなることから，移
行国からの協力を得ることが難しくなる恐れが
ある。
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図 2　 一国又は少数国のみが RPAI に移行する場合　―投資立地の効率性への影響

（出所）著者作成
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Ⅵ．法人税改革案の比較と今後の方向性

22） 販売会社の利益率は，企業グループ全体の売上高営業利益率に，取引商品に係る製造原価・販売費および一
般管理費に占める販売会社の支出した費用を乗じた計数として算定している。

23） 製造会社の利益率を，企業グループ全体の総費用営業利益率として算定している。

Ⅵ－１．法人税改革案と課税所得の配分
前述のとおり，課税所得の配分について，現

行の法人税制は源泉地，第一の柱導入後の現
行法人課税・RPAI・RPA・FA（売上・労働・
資産 3 要素均等）は源泉地・仕向地双方，DB-
CFT・FA（売上 100%）は仕向地に配分される。

輸出と輸入が均衡している場合，一国全体で
見ると国境調整による課税ベースの変動は相殺
され，DBCFT への移行によって課税ベースは
変わらない。しかし個社単位では，実際の配分
割合，あるいは制度変更による影響については，
企業の利益率，原価構造，本社所在国・製造国・
市場国の機能の大きさ等によって異なる。また，
残余利潤と通常利潤で異なる配分を行う RPAI・

RPA については，製造拠点等を置く企業の利益
率によって各国の課税ベースへの影響が異なる
ことが想定される。利益率が高い企業が製造拠
点を置く国にとっては，現行法人課税を RPAI・
RPA に変更することは，課税ベースの大幅な縮
小に繋がる可能性が高い。他方，利益率が低い
企業が製造拠点を置く国にとっては，個社ベー
スで見ても，現行法人課税を RPAI・RPA に変
更しても影響は大きくない。

以下，具体的な企業事例をもとに配分割合を
算定し，個別国への配分額の変動を見る。なお，
算定にあたっては，単純化のため，以下を共通
の条件とする。

共 通
条 件

• 本社 1 か所，子会社複数か所がそれぞれ別の国に立地する。
• 本社・子会社はそれぞれの国に納税。
• いずれの国もテリトリアル方式を採用。
• 共通経費について，売上総利益に基づいて配賦。なお，DBCFT について費用を全額発生地で計上す
るケースも試算。

• 国内生産分については，まず国内売上に充て，差分のみグループ間取引。
• グループ間取引の価格について，再販売価格基準法 22）に基づいて利益を算定する。ただし，原価基準
法 23）に基づく算定も参考として実施。

• RPAI/RPA において，利潤合計が通常利潤を下回る場合には，利潤合計を通常利潤として算定。
• RPAI の通常利潤の利潤率はその他製造原価・研究開発費 10%，広告宣伝費・一般管理費等 5% とする。
• RPA の通常利潤は 7.5% とする。
• FA（3 要素均等）において，資産は有形固定資産の金額，労務費は人件費とする。
• 中間財の購入に占める輸入割合は 50%，第三者販売に占める輸出割合は 0% とする。
• 税制改革に伴う価格の変化，その他企業行動の変化は加味しない。

個別ケースの条件・結果の詳細については補
論に譲るが，試算の結果（表 4，5）を見ると，
高収益率企業の拠点国においては現行法人税が
最も課税所得の配分割合が多く，RPAI を導入

することで大きく配分割合が下がる（ケース 1，
5，6）。他方，収益率が低い企業の拠点国におい
ては現行法人税から RPAI に移行する場合でも
変動は小さい（ケース 2，3）。
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また，売上割合と製造割合の差が大きな場合
には国境調整の影響が大きくなり，DBCFT 導
入時には還付が発生することがありうる。高収

益の場合には，売上割合と製造割合の差が大き
くとも還付発生に至らないケースもある（ケー
ス 5）。

　 企業活動 収益 課税所得の配分

ケース 1

・ 本社所在国のみで高付加価値の製品
の製造を行う製造業。

・ 外国に販売機能のみを担う子会社を
設け，外国販売分は当該子会社を通
じて販売。

・売上の 90% が本社所在国以外。
・グループ全体の売上総利益率 77.5%。
・ 外国のうち一か国のみより高付加価

値の他製品を販売。

高収益率
（売上高営業利益
率 35.0 %）

・ 現行法人税では本社所在国にて 84%
の配分。

・ RPAI の導入により本社所在国の配
分割合は 18% に縮小（RPA は同様
に 19%）。

・ DBCFT の導入により本社所在国に
てマイナスの所得（還付）が発生。

ケース 2

・ 本社所在国のみで低付加価値の製品
の製造を行う製造業。

・ 外国に販売機能のみを担う子会社を
設け，外国販売分は当該子会社を通
じて販売。

・売上の 90% が本社所在国以外。
・グループ全体の売上総利益率 52.5%。
・ 外国のうち一か国のみより高付加価

値の他製品を販売。

低収益率
（売上高営業利益
率 10.0%）

・ 現行法人税では本社所在国にて 84%
の配分。

・ RPAI の導入により本社所在国の配
分割合は 38% に縮小。RPA は 59%
に縮小。

・ DBCFT の導入により本社所在国に
てマイナスの所得（還付）が発生。

ケース 3

・ 本社所在国・各市場国で低付加価値
の製品の製造を行う製造業。

・ 本社所在国にて，該国売上数を超え
る製品を製造し，一部市場国に輸出。

・製品の 44.4% は本社所在国にて製造。
・売上の 22.2% は本社所在国。
・ グループ 全 体 の 売 上 総 利 益 率 が

17.5%。

低収益率
（売上高営業利益
率 6.4%）

・ 現行法人税では本社所在国にて 41%
の配分。

・ RPAI の導入により，本社所在国の
配分割合はやや低下（35%）。RPA
はやや上昇（44%）。他国では大きな
変動なし。

・ DBCFT の導入により本社所在国に
てマイナスの所得（還付）が発生。
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（出所）著者作成

表 4　課税所得の配分に係る事例①



　 企業活動 収益 課税所得の配分

ケース 4

・ 本社所在国・各市場国で中付加価値
の製品の製造を行う製造業。

・ 本社所在国及び他の製造拠点国にて，
当該国売上数を超える製品を製造し，
一部市場国に輸出。

・ 製品の 36.3% は本社所在国，45.8%
は他の製造拠点国にて製造。

・ 売上の 23.8% は本社所在国，29.5%
は他の製造拠点国。

・ グループ 全 体 の 売 上 総 利 益 率 が
36.2%。

中収益率
（売上高営業利益
率 17.1%）

・ 現 行 法 人 税 では 本 社 所 在国にて
33%，他製造拠点国にて 42% の配分。

・ RPAI の導入により本社所在国，他
製造拠点国の配分割合はやや低下

（それぞれ 27%，33%）。RPA もやや
低下（それぞれ 29%，34%）。他国で
は大きな変動なし。

・ DBCFT の導入により本社所在国・
他製造拠点国の所得は大幅に低下。

ケース 5

・ 本社所在国・各市場国で高付加価値
の製品の製造を行う製造業。

・製品の 83.3% は本社所在国にて製造。
・売上の 43.0% は本社所在国。
・グループ全体の売上総利益率 44.0%。

高収益率
（売上高営業利益
率 30.9%）

・ 現行法人税では本社所在国にて 79%
の配分。

・ RPAI の導入により本社所在国の配
分割合は低下（48%）。RPA も低下

（50%）。他国ではいずれも上昇。
・ DBCFT の導入により本社所在国の

所得は大幅に低下。

ケース 6

・ 本社所在国にて高付加価値のデジタ
ルサービスのシステムを開発・構築
している IT 企業。

・ サービスの開発・構築は本社所在国
のみで実施。

・ 外国に販売機能のみを担う子会社を
設け，外国販売分は当該子会社を通
じて販売。

・売上の 48.2% は本社所在国。
・グループ全体の売上総利益率 55.4%。

高収益率
（売上高営業利益
率 27.0%）

・ 現行法人税では本社所在国にて 94%
の配分。

・ RPAI の導入により本社所在国の配
分割合は低下（55%）。RPA も低下

（56%）。他国ではいずれも上昇。
・ DBCFT の導入により本社所在国に

てマイナスの所得（還付）が発生。

Ⅵ－２．法人税改革案の評価
現行の法人税制（現行・デジタル課税に係る

合意がなされた後の法人税制），DBCFT，FA（売
上・労働・資産 3 要素均等），FA（売上 100%），
RPAI について，基準に照らして比較する（表6）。

現行法人税制の有する課題について，企業間・
国家間の公平性，利益移転，租税競争について
は，第一の柱・第二の柱の導入後は一定解決す
ることが考えられる。ただし，利益移転の抑制・
租税競争の抑制を完全に実施できるものではな
いこと，事務負担の増大が想定されることから，
更なる改善の余地はある。

現行の法人課税の課題を最も効果的に解決す

ると考えられるものが DBCFT である。ただし，
当初一国又は少数国のみが導入する場合には，
現行の法人課税の有する利益移転，租税競争の
課題は却って悪化することが想定される。しか
し，租税競争の結果として他国は DBCFT に移
行せざるを得なくなり，全世界が導入する方向
になるものと考えられる。したがって，一国又
は少数国のみが導入する場合の課題は，あくま
でも全世界が DBCFT を導入するまでの過渡的
なものである。なお，DBCFT を導入するため
には，租税条約等の改訂だけでなく，WTO 協
定との関係でも留意が必要となる。現行の法人
課税と理念・実務も含め，大きな変更が必要と
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（出所）著者作成

表 5　課税所得の配分に係る事例②



なる。
RPAI については，DBCFT と異なり，課税ベー

スを経済的レントに限定するものではなく，支
払利子控除の制限も行わないことから投資規模
や資金調達手段に係る効率性の課題を解決する
ものではない。また通常利潤に関しては利益移
転・租税競争の余地を残すものであることから，
現行税制の課題を全て解決するものとは言えな
い。ただし，仕向地国だけでなく源泉地国にも
課税権を残すことから国家間の公平性の面から
は公平の理念に沿うものであり，かつ現行の法
人課税の理念・実務からの大胆な変更というわ
けではない。また，第一の柱については，一部
企業を対象として，RPAI に近しい要素が取り
入れられている。
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Ⅶ．おわりに

抜本的な法人税改革として提案されている
DBCFT・RPAI，現在の法人課税とデジタル課
税導入後の法人課税等について，望ましい法人
課税の観点からの評価を行った。

その上で，更に 2 点指摘したい。1 点目は，
国家間の協調の必要性である。DBCFT にせよ，
RPAI にせよ，一国又は少数国のみで導入する
場合には，現行の法人課税と比較して租税回避・
租税競争を却って悪化させることとなるほか，
事務負担についても異なる制度の下での煩雑な
手続きを納税者側に強いることとなる。現行の
法人課税との乖離が大きく，課税所得の配分が
大きく異なることが想定される場合には，国家
間の協調は更に難しくなる。また，仕向地に所
得配分を行う上では，EU におけるワン・ストッ
プ・ショップと同様の仕組みの導入が考えられ
るが，当該仕組みの導入に向けた検討も必要と
なる。

2 点目は，改革時における事務負担と納税額・

税収の変動へのインパクトである。現行制度か
らの乖離が大きい制度は，制度移行にあたって，
システム改正や事務フローの変更，税務担当者
の知識のアップデートを含め，多大なコストが
発生する。また，納税者側にとっては納税額，
税務当局・国にとっては税収が大きく変動する。

今後の国際課税の方向性としては，すぐに抜
本的な法人税改革がなされるのではなく，まず
はデジタル課税の導入・定着を待った上で実務
的な課題や現行の法人課税の抱える課題の解決
状況について整理がされることとなる。その上
で，抜本的な法人税改革の必要があると考えら
れる場合には，第一の柱の仕組みを拡張する形
で RPA の導入範囲拡大，将来的には RPAI の
導入への拡張が考えられる。その後，更なる改
革が求められる場合には国際的な合意のもとで
DBCFT の導入の議論がなされることが想定さ
れる。
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補論

VI － 1 にて示した法人税改革案と課税所得の
配分の事例分析について，事例詳細を示す。な
お，ケース 1 は，表 3 の例で，製造拠点国と本

社所在国を一致させたケースである。また，ケー
ス 2 は同事例で，製造原価のうち中間財価格を
引き上げた例である。
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補補論論  

 

VI－1 にて示した法人税改革案と課税所得の配分の事例分析について、事例詳細を示す。

なお、ケース 1 は、表 3 の例で、製造拠点国と本社所在国を一致させたケースである。また、

ケース 2 は同事例で、製造原価のうち中間財価格を引き上げた例である。  

 

（（1））  ケケーースス 11  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

2,500.0 500.0 500.0 0.0 3,500.0
200.0 0.0 0.0 0.0 200.0
176.0 -96.0 -80.0 0.0 0.0
24.0 96.0 80.0 0.0 200.0
10.0 10.0 15.0 0.0

240.0 960.0 1,200.0 0.0 2,400.0
中間財等 1.0 1.0 1.0 0.0
その他原価 1.5 1.5 2.0 0.0
中間財等 200.0 0.0 0.0 0.0 200.0
その他原価 340.0 0.0 0.0 0.0 340.0
販売費(各国) 40.0 200.0 180.0 0.0 420.0
合合計計 580.0 200.0 180.0 0.0 960.0
広告宣伝費(全世界) 200.0 0.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
研究開発費 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0
合合計計 600.0 0.0 0.0 0.0 600.0

540.0 0.0 0.0 0.0 540.0
640.0 200.0 180.0 0.0 1,020.0
190.0 600.0 90.0 0.0 880.0

1,180.0 200.0 180.0 0.0 1,560.0
840.0

10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 100.0%
75.6% 12.8% 11.5% 0.0% 100.0%
71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100.0%
21.6% 68.2% 10.2% 0.0% 100.0%
75.0% 75.0% 80.0% 77.5%

35.0%
53.8%

ケース１　　本社：A国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

課税所得の配分
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（出所）著者作成  

 

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

707.0 70.0 63.0 0.0 840.0

580.2 124.2 135.7 0.0 840.0

-595.7 631.4 904.3 0.0 940.0

-840.0 760.0 1,020.0 0.0 940.0

288.5 342.9 208.6 0.0 840.0

84.0 336.0 420.0 0.0 840.0

152.8 274.8 412.4 0.0 840.0

160.8 304.2 375.0 0.0 840.0

257.0 200.2 382.8 0.0 840.0

221.8 227.8 390.4 0.0 840.0

-381.4 569.4 752.0 0.0 940.0

ケース１　　本社：A国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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（２）ケース 2
企業活動の条件設定
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（（2））  ケケーースス 22  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

500.0 2,500.0 500.0 0.0 3,500.0
0.0 200.0 0.0 0.0 200.0

-96.0 176.0 -80.0 0.0 0.0
96.0 24.0 80.0 0.0 200.0
10.0 10.0 15.0 0.0

960.0 240.0 1,200.0 0.0 2,400.0
中間財等 4.0 4.0 4.0 0.0
その他原価 1.5 1.5 2.0 0.0
中間財等 0.0 800.0 0.0 0.0 800.0
その他原価 0.0 340.0 0.0 0.0 340.0
販売費(各国) 200.0 40.0 180.0 0.0 420.0
合合計計 200.0 1,180.0 180.0 0.0 1,560.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
研究開発費 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
合合計計 0.0 600.0 0.0 0.0 600.0

0.0 1,140.0 0.0 0.0 1,140.0
200.0 640.0 180.0 0.0 1,020.0
600.0 190.0 90.0 0.0 880.0
200.0 1,780.0 180.0 0.0 2,160.0

240.0
40.0% 10.0% 50.0% 0.0% 100.0%
9.3% 82.4% 8.3% 0.0% 100.0%

14.3% 71.4% 14.3% 0.0% 100.0%
68.2% 21.6% 10.2% 0.0% 100.0%
45.0% 45.0% 60.0% 52.5%

10.0%
11.1%

ケース２　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

20.0 202.0 18.0 0.0 240.0

21.9 197.6 20.6 0.0 240.0

560.0 -760.0 840.0 0.0 640.0

760.0 -1,140.0 1,020.0 0.0 640.0

98.0 82.4 59.6 0.0 240.0

96.0 24.0 120.0 0.0 240.0

47.0 92.1 100.8 0.0 240.0

46.2 141.3 52.5 0.0 240.0

-4.4 75.2 169.2 0.0 240.0

-1.9 74.0 168.0 0.0 240.0

582.2 -644.8 702.5 0.0 640.0

ケース２　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

課税所得の配分
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（（2））  ケケーースス 22  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

500.0 2,500.0 500.0 0.0 3,500.0
0.0 200.0 0.0 0.0 200.0

-96.0 176.0 -80.0 0.0 0.0
96.0 24.0 80.0 0.0 200.0
10.0 10.0 15.0 0.0

960.0 240.0 1,200.0 0.0 2,400.0
中間財等 4.0 4.0 4.0 0.0
その他原価 1.5 1.5 2.0 0.0
中間財等 0.0 800.0 0.0 0.0 800.0
その他原価 0.0 340.0 0.0 0.0 340.0
販売費(各国) 200.0 40.0 180.0 0.0 420.0
合合計計 200.0 1,180.0 180.0 0.0 1,560.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
研究開発費 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
合合計計 0.0 600.0 0.0 0.0 600.0

0.0 1,140.0 0.0 0.0 1,140.0
200.0 640.0 180.0 0.0 1,020.0
600.0 190.0 90.0 0.0 880.0
200.0 1,780.0 180.0 0.0 2,160.0

240.0
40.0% 10.0% 50.0% 0.0% 100.0%
9.3% 82.4% 8.3% 0.0% 100.0%

14.3% 71.4% 14.3% 0.0% 100.0%
68.2% 21.6% 10.2% 0.0% 100.0%
45.0% 45.0% 60.0% 52.5%

10.0%
11.1%

ケース２　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

20.0 202.0 18.0 0.0 240.0

21.9 197.6 20.6 0.0 240.0

560.0 -760.0 840.0 0.0 640.0

760.0 -1,140.0 1,020.0 0.0 640.0

98.0 82.4 59.6 0.0 240.0

96.0 24.0 120.0 0.0 240.0

47.0 92.1 100.8 0.0 240.0

46.2 141.3 52.5 0.0 240.0

-4.4 75.2 169.2 0.0 240.0

-1.9 74.0 168.0 0.0 240.0

582.2 -644.8 702.5 0.0 640.0

ケース２　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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（３）ケース 3
企業活動の条件設定
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（（3））  ケケーースス 33  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

36,666.7 73,333.3 26,666.7 13,333.3 150,000.0
2,000.0 4,000.0 2,000.0 1,000.0 9,000.0
-500.0 2,000.0 0.0 -1,500.0 0.0

2,500.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 9,000.0
4.0 4.0 4.0 4.0

10,000.0 8,000.0 8,000.0 10,000.0 36,000.0
中間財等 2.0 2.0 2.0 2.0
その他原価 1.3 1.3 1.3 1.3
中間財等 4,000.0 8,000.0 4,000.0 2,000.0 18,000.0
その他原価 2,600.0 5,200.0 2,600.0 1,300.0 11,700.0
販売費(各国) 600.0 550.0 600.0 550.0 2,300.0
合合計計 7,200.0 13,750.0 7,200.0 3,850.0 32,000.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
研究開発費 600.0 600.0 0.0 0.0 1,200.0
合合計計 600.0 1,100.0 0.0 0.0 1,700.0

6,600.0 13,200.0 6,600.0 3,300.0 29,700.0
1,200.0 1,650.0 600.0 550.0 4,000.0
1,520.0 2,860.0 1,280.0 740.0 6,400.0
7,800.0 14,850.0 7,200.0 3,850.0 33,700.0

2,300.0
27.8% 22.2% 22.2% 27.8% 100.0%
23.1% 44.1% 21.4% 11.4% 100.0%
24.4% 48.9% 17.8% 8.9% 100.0%
23.8% 44.7% 20.0% 11.6% 100.0%
17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%

6.4%
6.8%

ケース３　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

579.1 933.0 422.2 365.7 2,300.0

579.1 933.0 422.2 365.7 2,300.0

4,364.3 -2,298.1 2,422.2 6,811.6 11,300.0

4,200.0 -2,850.0 2,800.0 7,150.0 11,300.0

582.5 887.8 460.0 369.8 2,300.0

638.9 511.1 511.1 638.9 2,300.0

604.8 812.7 453.4 429.1 2,300.0

532.3 1,013.5 491.4 262.8 2,300.0

595.6 801.1 422.2 481.1 2,300.0

595.6 801.1 422.2 481.1 2,300.0

4,358.2 -2,249.3 2,422.2 6,768.9 11,300.0

ケース３　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

課税所得の配分
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（（3））  ケケーースス 33  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

36,666.7 73,333.3 26,666.7 13,333.3 150,000.0
2,000.0 4,000.0 2,000.0 1,000.0 9,000.0
-500.0 2,000.0 0.0 -1,500.0 0.0

2,500.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 9,000.0
4.0 4.0 4.0 4.0

10,000.0 8,000.0 8,000.0 10,000.0 36,000.0
中間財等 2.0 2.0 2.0 2.0
その他原価 1.3 1.3 1.3 1.3
中間財等 4,000.0 8,000.0 4,000.0 2,000.0 18,000.0
その他原価 2,600.0 5,200.0 2,600.0 1,300.0 11,700.0
販売費(各国) 600.0 550.0 600.0 550.0 2,300.0
合合計計 7,200.0 13,750.0 7,200.0 3,850.0 32,000.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
研究開発費 600.0 600.0 0.0 0.0 1,200.0
合合計計 600.0 1,100.0 0.0 0.0 1,700.0

6,600.0 13,200.0 6,600.0 3,300.0 29,700.0
1,200.0 1,650.0 600.0 550.0 4,000.0
1,520.0 2,860.0 1,280.0 740.0 6,400.0
7,800.0 14,850.0 7,200.0 3,850.0 33,700.0

2,300.0
27.8% 22.2% 22.2% 27.8% 100.0%
23.1% 44.1% 21.4% 11.4% 100.0%
24.4% 48.9% 17.8% 8.9% 100.0%
23.8% 44.7% 20.0% 11.6% 100.0%
17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%

6.4%
6.8%

ケース３　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

579.1 933.0 422.2 365.7 2,300.0

579.1 933.0 422.2 365.7 2,300.0

4,364.3 -2,298.1 2,422.2 6,811.6 11,300.0

4,200.0 -2,850.0 2,800.0 7,150.0 11,300.0

582.5 887.8 460.0 369.8 2,300.0

638.9 511.1 511.1 638.9 2,300.0

604.8 812.7 453.4 429.1 2,300.0

532.3 1,013.5 491.4 262.8 2,300.0

595.6 801.1 422.2 481.1 2,300.0

595.6 801.1 422.2 481.1 2,300.0

4,358.2 -2,249.3 2,422.2 6,768.9 11,300.0

ケース３　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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（４）ケース 4
企業活動の条件設定
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（（4））  ケケーースス 44  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

2,400.0 1,900.0 35.0 900.0 5,235.0
3,209.2 2,540.6 46.8 1,203.4 7,000.0
1,142.5 873.9 -486.5 -1,529.9 0.0
2,066.7 1,666.7 533.3 2,733.3 7,000.0

1.5 1.5 1.5 1.5
3,100.0 2,500.0 800.0 4,100.0 10,500.0

中間財等 0.5 0.5 0.5 0.5 3,150.0
その他原価 0.4 0.4 0.4 0.4 2,800.0
中間財等 1,444.1 1,143.3 21.1 541.5 3,150.0
その他原価 1,283.7 1,016.2 18.7 481.4 2,800.0
販売費(各国) 442.9 357.1 114.3 585.7 1,500.0
合合計計 3,170.7 2,516.6 154.1 1,608.6 7,450.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
研究開発費 375.0 275.0 0.0 100.0 750.0
合合計計 375.0 775.0 0.0 100.0 1,250.0

3,102.8 2,434.5 39.8 1,122.9 6,700.0
442.9 857.1 114.3 585.7 2,000.0
840.6 979.4 53.2 466.8 2,340.0

3,545.7 3,291.6 154.1 1,708.6 8,700.0
1,800.0

29.5% 23.8% 7.6% 39.0% 100.0%
40.8% 37.8% 1.8% 19.6% 100.0%
45.8% 36.3% 0.7% 17.2% 100.0%
35.9% 41.9% 2.3% 20.0% 100.0%
43.3% 43.3% 43.3% 43.3% 36.2%

17.1%
20.7%

ケース４　　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

754.0 598.8 33.4 413.9 1,800.0

725.2 576.8 46.8 451.2 1,800.0

198.1 192.9 600.5 2,383.5 3,375.0

276.4 -220.0 656.5 2,662.1 3,375.0

667.8 611.7 63.4 457.1 1,800.0

531.4 428.6 137.1 702.9 1,800.0

585.1 492.2 110.1 612.6 1,800.0

604.7 520.1 99.0 576.2 1,800.0

677.2 540.0 75.1 507.7 1,800.0

658.3 525.6 83.1 532.9 1,800.0

227.2 215.1 584.7 2,348.0 3,375.0

ケース４　　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

課税所得の配分
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（（4））  ケケーースス 44  

企業活動の条件設定  

 
（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 

（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

2,400.0 1,900.0 35.0 900.0 5,235.0
3,209.2 2,540.6 46.8 1,203.4 7,000.0
1,142.5 873.9 -486.5 -1,529.9 0.0
2,066.7 1,666.7 533.3 2,733.3 7,000.0

1.5 1.5 1.5 1.5
3,100.0 2,500.0 800.0 4,100.0 10,500.0

中間財等 0.5 0.5 0.5 0.5 3,150.0
その他原価 0.4 0.4 0.4 0.4 2,800.0
中間財等 1,444.1 1,143.3 21.1 541.5 3,150.0
その他原価 1,283.7 1,016.2 18.7 481.4 2,800.0
販売費(各国) 442.9 357.1 114.3 585.7 1,500.0
合合計計 3,170.7 2,516.6 154.1 1,608.6 7,450.0
広告宣伝費(全世界) 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0
一般管理費等 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0
研究開発費 375.0 275.0 0.0 100.0 750.0
合合計計 375.0 775.0 0.0 100.0 1,250.0

3,102.8 2,434.5 39.8 1,122.9 6,700.0
442.9 857.1 114.3 585.7 2,000.0
840.6 979.4 53.2 466.8 2,340.0

3,545.7 3,291.6 154.1 1,708.6 8,700.0
1,800.0

29.5% 23.8% 7.6% 39.0% 100.0%
40.8% 37.8% 1.8% 19.6% 100.0%
45.8% 36.3% 0.7% 17.2% 100.0%
35.9% 41.9% 2.3% 20.0% 100.0%
43.3% 43.3% 43.3% 43.3% 36.2%

17.1%
20.7%

ケース４　　　本社：B国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

754.0 598.8 33.4 413.9 1,800.0

725.2 576.8 46.8 451.2 1,800.0

198.1 192.9 600.5 2,383.5 3,375.0

276.4 -220.0 656.5 2,662.1 3,375.0

667.8 611.7 63.4 457.1 1,800.0

531.4 428.6 137.1 702.9 1,800.0

585.1 492.2 110.1 612.6 1,800.0

604.7 520.1 99.0 576.2 1,800.0

677.2 540.0 75.1 507.7 1,800.0

658.3 525.6 83.1 532.9 1,800.0

227.2 215.1 584.7 2,348.0 3,375.0

ケース４　　　本社：B国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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（５）ケース 5
企業活動の条件設定
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（（5））  ケケーースス 55  

企業活動の条件設定  

 

（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 
（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

35,000.0 1,000.0 2,000.0 4,000.0 42,000.0
329,166.7 9,404.8 18,809.5 37,619.0 395,000.0
159,166.7 -16,595.2 -55,190.5 -87,381.0 0.0
170,000.0 26,000.0 74,000.0 125,000.0 395,000.0

1.0 1.0 1.0 1.0
170,000.0 26,000.0 74,000.0 125,000.0 395,000.0

中間財等 0.3 0.3 0.3 0.3 118,500.0
その他原価 0.3 0.3 0.3 0.3 102,700.0
中間財等 98,750.0 2,821.4 5,642.9 11,285.7 118,500.0
その他原価 85,583.3 2,445.2 4,890.5 9,781.0 102,700.0
販売費(各国) 8,607.6 1,316.5 3,746.8 6,329.1 20,000.0
合合計計 192,940.9 6,583.1 14,280.2 27,395.8 241,200.0
広告宣伝費(全世界) 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0
一般管理費等 3,000.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0
研究開発費 25,000.0 250.0 500.0 1,000.0 26,750.0
合合計計 30,000.0 250.0 500.0 1,000.0 31,750.0

184,333.3 5,266.7 10,533.3 21,066.7 221,200.0
38,607.6 1,566.5 4,246.8 7,329.1 51,750.0
50,876.4 1,604.7 3,654.9 6,844.0 62,980.0

222,940.9 6,833.1 14,780.2 28,395.8 272,950.0
122,050.0

43.0% 6.6% 18.7% 31.6% 100.0%
81.7% 2.5% 5.4% 10.4% 100.0%
83.3% 2.4% 4.8% 9.5% 100.0%
80.8% 2.5% 5.8% 10.9% 100.0%
44.0% 44.0% 44.0% 44.0% 44.0%

30.9%
44.7%

ケース５　　本社：A国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

96,368.2 3,529.7 7,545.7 14,606.4 122,050.0

87,859.2 4,403.9 10,519.0 19,267.9 122,050.0

2,970.6 19,744.4 60,017.2 98,567.7 181,300.0

-3,565.9 20,577.6 62,041.3 102,247.1 181,300.0

84,276.8 4,683.1 11,920.0 21,170.1 122,050.0

52,527.8 8,033.7 22,865.1 38,623.4 122,050.0

58,157.3 7,434.7 20,932.1 35,525.9 122,050.0

60,438.0 7,198.7 20,138.5 34,274.9 122,050.0

85,103.0 4,637.3 11,569.7 20,740.0 122,050.0

78,780.5 5,296.5 13,762.1 24,211.0 122,050.0

5,488.6 19,496.9 59,117.8 97,196.8 181,300.0

ケース５　　本社：A国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

課税所得の配分
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（（5））  ケケーースス 55  

企業活動の条件設定  

 

（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 
（出所）著者作成  

  

le-
A国 B国 C国 D国 合計

35,000.0 1,000.0 2,000.0 4,000.0 42,000.0
329,166.7 9,404.8 18,809.5 37,619.0 395,000.0
159,166.7 -16,595.2 -55,190.5 -87,381.0 0.0
170,000.0 26,000.0 74,000.0 125,000.0 395,000.0

1.0 1.0 1.0 1.0
170,000.0 26,000.0 74,000.0 125,000.0 395,000.0

中間財等 0.3 0.3 0.3 0.3 118,500.0
その他原価 0.3 0.3 0.3 0.3 102,700.0
中間財等 98,750.0 2,821.4 5,642.9 11,285.7 118,500.0
その他原価 85,583.3 2,445.2 4,890.5 9,781.0 102,700.0
販売費(各国) 8,607.6 1,316.5 3,746.8 6,329.1 20,000.0
合合計計 192,940.9 6,583.1 14,280.2 27,395.8 241,200.0
広告宣伝費(全世界) 2,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0
一般管理費等 3,000.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0
研究開発費 25,000.0 250.0 500.0 1,000.0 26,750.0
合合計計 30,000.0 250.0 500.0 1,000.0 31,750.0

184,333.3 5,266.7 10,533.3 21,066.7 221,200.0
38,607.6 1,566.5 4,246.8 7,329.1 51,750.0
50,876.4 1,604.7 3,654.9 6,844.0 62,980.0

222,940.9 6,833.1 14,780.2 28,395.8 272,950.0
122,050.0

43.0% 6.6% 18.7% 31.6% 100.0%
81.7% 2.5% 5.4% 10.4% 100.0%
83.3% 2.4% 4.8% 9.5% 100.0%
80.8% 2.5% 5.8% 10.9% 100.0%
44.0% 44.0% 44.0% 44.0% 44.0%

30.9%
44.7%

ケース５　　本社：A国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

96,368.2 3,529.7 7,545.7 14,606.4 122,050.0

87,859.2 4,403.9 10,519.0 19,267.9 122,050.0

2,970.6 19,744.4 60,017.2 98,567.7 181,300.0

-3,565.9 20,577.6 62,041.3 102,247.1 181,300.0

84,276.8 4,683.1 11,920.0 21,170.1 122,050.0

52,527.8 8,033.7 22,865.1 38,623.4 122,050.0

58,157.3 7,434.7 20,932.1 35,525.9 122,050.0

60,438.0 7,198.7 20,138.5 34,274.9 122,050.0

85,103.0 4,637.3 11,569.7 20,740.0 122,050.0

78,780.5 5,296.5 13,762.1 24,211.0 122,050.0

5,488.6 19,496.9 59,117.8 97,196.8 181,300.0

ケース５　　本社：A国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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（（6））  ケケーースス 66  

企業活動の条件設定  

 

（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 
（出所）著者作成  

 
 

 

le-
A国 B国 C国 D国 合計

85,000.0 7,000.0 1,000.0 19,000.0 112,000.0
207,407.4 0.0 0.0 0.0 207,407.4
107,407.4 -22,222.2 -2,222.2 -82,963.0 0.0
100,000.0 22,222.2 2,222.2 82,963.0 207,407.4

1.4 1.4 1.4 1.4
135,000.0 30,000.0 3,000.0 112,000.0 280,000.0

中間財等 0.2 0.2 0.2 0.2 50,000.0
その他原価 0.4 0.4 0.4 0.4 75,000.0
中間財等 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0
その他原価 75,000.0 0.0 0.0 0.0 75,000.0
販売費(各国) 15,428.6 3,428.6 342.9 12,800.0 32,000.0
合合計計 140,428.6 3,428.6 342.9 12,800.0 157,000.0
広告宣伝費(全世界) 3,000.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0
一般管理費等 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
研究開発費 30,000.0 1,000.0 0.0 8,500.0 39,500.0
合合計計 38,000.0 1,000.0 0.0 8,500.0 47,500.0

125,000.0 0.0 0.0 0.0 125,000.0
53,428.6 4,428.6 342.9 21,300.0 79,500.0
53,371.4 1,771.4 137.1 8,520.0 63,800.0

178,428.6 4,428.6 342.9 21,300.0 204,500.0
75,500.0

48.2% 10.7% 1.1% 40.0% 100.0%
87.3% 2.2% 0.2% 10.4% 100.0%
75.9% 6.3% 0.9% 17.0% 100.0%
83.7% 2.8% 0.2% 13.4% 100.0%
55.4% 55.4% 55.4% 55.4% 55.4%

27.0%
36.9%

ケース６　　本社：A国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

71,031.6 924.5 92.4 3,451.4 75,500.0

64,719.1 2,230.5 223.1 8,327.3 75,500.0

-18,631.9 24,648.0 2,464.8 92,019.1 100,500.0

-18,428.6 25,571.4 2,657.1 90,700.0 100,500.0

52,286.6 4,968.1 548.4 17,696.8 75,500.0

36,401.8 8,089.3 808.9 30,200.0 75,500.0

41,588.4 6,919.6 682.0 26,310.0 75,500.0

42,389.1 6,778.1 670.3 25,662.5 75,500.0

52,976.7 4,660.0 466.0 17,397.3 75,500.0

49,955.3 5,285.1 528.5 19,731.1 75,500.0

-10,654.1 22,997.4 2,299.7 85,857.0 100,500.0

ケース６　　本社：A国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

課税所得の配分
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（（6））  ケケーースス 66  

企業活動の条件設定  

 

（出所）著者作成  

 

課税所得の配分  

 
（出所）著者作成  

 
 

 

le-
A国 B国 C国 D国 合計

85,000.0 7,000.0 1,000.0 19,000.0 112,000.0
207,407.4 0.0 0.0 0.0 207,407.4
107,407.4 -22,222.2 -2,222.2 -82,963.0 0.0
100,000.0 22,222.2 2,222.2 82,963.0 207,407.4

1.4 1.4 1.4 1.4
135,000.0 30,000.0 3,000.0 112,000.0 280,000.0

中間財等 0.2 0.2 0.2 0.2 50,000.0
その他原価 0.4 0.4 0.4 0.4 75,000.0
中間財等 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0
その他原価 75,000.0 0.0 0.0 0.0 75,000.0
販売費(各国) 15,428.6 3,428.6 342.9 12,800.0 32,000.0
合合計計 140,428.6 3,428.6 342.9 12,800.0 157,000.0
広告宣伝費(全世界) 3,000.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0
一般管理費等 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
研究開発費 30,000.0 1,000.0 0.0 8,500.0 39,500.0
合合計計 38,000.0 1,000.0 0.0 8,500.0 47,500.0

125,000.0 0.0 0.0 0.0 125,000.0
53,428.6 4,428.6 342.9 21,300.0 79,500.0
53,371.4 1,771.4 137.1 8,520.0 63,800.0

178,428.6 4,428.6 342.9 21,300.0 204,500.0
75,500.0

48.2% 10.7% 1.1% 40.0% 100.0%
87.3% 2.2% 0.2% 10.4% 100.0%
75.9% 6.3% 0.9% 17.0% 100.0%
83.7% 2.8% 0.2% 13.4% 100.0%
55.4% 55.4% 55.4% 55.4% 55.4%

27.0%
36.9%

ケース６　　本社：A国

売売上上総総利利益益率率((内内部部利利益益除除くく))

売売上上高高営営業業利利益益率率

総総費費用用営営業業利利益益率率

人件費(内数)

合合計計
営業利益(連結)

指標

売売上上比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

費費用用比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

資資産産比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

人人件件費費比比率率((ググルルーーププ全全体体比比))

共通費用

売上原価

販売費および一般管理費

資産 有形固定資産

製造・サービス提供
製造・サービス提供数

グループ内取引

収益

売上数

売上単価

売上

費用

(販売製品の売
上原価単価)

区分可能な費用

le-
A国 B国 C国 D国 合計

71,031.6 924.5 92.4 3,451.4 75,500.0

64,719.1 2,230.5 223.1 8,327.3 75,500.0

-18,631.9 24,648.0 2,464.8 92,019.1 100,500.0

-18,428.6 25,571.4 2,657.1 90,700.0 100,500.0

52,286.6 4,968.1 548.4 17,696.8 75,500.0

36,401.8 8,089.3 808.9 30,200.0 75,500.0

41,588.4 6,919.6 682.0 26,310.0 75,500.0

42,389.1 6,778.1 670.3 25,662.5 75,500.0

52,976.7 4,660.0 466.0 17,397.3 75,500.0

49,955.3 5,285.1 528.5 19,731.1 75,500.0

-10,654.1 22,997.4 2,299.7 85,857.0 100,500.0

ケース６　　本社：A国

定定式式配配分分((売売上上110000%%))

RRPPAAII

RRPPAA((AAvvii--YYoonnaahh))

定定式式配配分分((売売上上・・労労務務費費・・資資産産33要要素素均均等等))

課税所得

現現行行法法人人税税（（原原価価基基準準法法))

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱（（原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))
原原価価基基準準法法))

DDBBCCFFTT①①  ((共共通通費費用用をを売売上上総総利利益益でで配配賦賦))

DDBBCCFFTT②②  ((共共通通費費用用をを全全額額費費用用発発生生地地でで計計上上))

現現行行法法人人税税

現現行行法法人人税税＋＋第第一一のの柱柱

（出所）著者作成

（出所）著者作成
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抜本的な法人税改革―仕向地主義キャッシュフロー税と残余利潤の配分を中心とした新たな法人税制の可能性―


